
 

川崎市ひとり親家庭応援メルマガ 25/06/18 特別号 

 

こども誰でも通園制度に関するお知らせ 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

就労の有無にかかわらずお子さんを預けられます 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）は、子どもの育ちを応援するための制

度です。 

月 10時間まで、就労の有無を問わずお子さんを預けることができます。 

利用を希望する施設に連絡をして面談の上、利用可能になります。 

まずはお近くで実施している施設を確認してみてください。 

 

☆同世代のお子さんと一緒に過ごすことは、家庭では得られない経験となります。 

☆保育者の接し方などから、お子さんの発達の状況を客観的に見ることができます。 

☆専門的な知識や技術を持つ保育者とつながることで、育児の不安感の解消につなが

ります。 

 

◆こども誰でも通園制度の概要（詳しくはHPをご確認ください） 

------------------------------------------------ 

対象者の要件 

・川崎在住で保育所などに通っていない次の年齢に該当するお子さん 

  0 歳 6か月から満 3歳未満まで（利用日時点を基準とします。） 

利用時間 

・時間帯は園ごとに異なります。 

・複数の施設を利用可能ですが、すべての施設を合計して月 10時間が上限です。 

利用料金 

・一人１時間当たり 300 円程度（施設によって異なります。減免制度もあります。） 

・給食やおやつ等を提供している施設は、別途実費負担があります。 

実施施設 

・50施設あります。詳しくはHP掲載の一覧をご覧ください。 

 

その他利用の流れや注意事項はHPをご覧ください。 

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000175085.html 
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